
 

令和２年度 和歌山県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ石畳修繕業務仕様書 

 

１ 業務概要 

  事業年度 令和２年度 

  業 務 名 令和２年度和歌山県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ石畳修繕業務 

業務場所 田辺市新庄町３３５３－９ 

 

 

２ 業務内容 

  和歌山県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕの石畳修繕を行う。（別添写真参照） 

 

写真①舗装ブロック補修 石ブロック 90×90×40 

工   種 種別 数量 単位 

舗装ﾌﾞﾛｯｸ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・運搬処分費  0.52 ㎥ 

舗装ﾌﾞﾛｯｸ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ切断  5.3 ｍ 

舗装ﾌﾞﾛｯｸ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t＝15cm 18-8-25 0.52 ㎥ 

舗装ﾌﾞﾛｯｸ撤去・据付 一部石ﾌﾞﾛｯｸ補充 3.45 ㎡ 

 

写真②舗装ブロック補修 石ブロック 90×90×40 

工   種 種別 数量 単位 

舗装ﾌﾞﾛｯｸ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・運搬処分費  0.21 ㎥ 

舗装ﾌﾞﾛｯｸ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ切断  7.80 ｍ 

舗装ﾌﾞﾛｯｸ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t＝15cm 18-8-25 0.21 ㎥ 

舗装ﾌﾞﾛｯｸ撤去・据付 一部石ﾌﾞﾛｯｸ補充 1.40 ㎡ 

 

写真③舗装ブロック補修 石ブロック 90×90×40 

工   種 種別 数量 単位 

舗装ﾌﾞﾛｯｸ基礎取壊し・運搬処分費  0.15 ㎥ 

舗装ﾌﾞﾛｯｸ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t＝15㎝ 4.00 ｍ 

舗装ﾌﾞﾛｯｸ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t＝15cm 18-8-25 0.15 ㎥ 

舗装ﾌﾞﾛｯｸ張据付  1.00 ㎡ 

 

写真④皿形側溝 撤去・据付 

工   種 種別 数量 単位 

皿形側溝 撤去  5.4 ｍ 

皿形側溝基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・運搬処分費  0.32 ㎥ 

皿形側溝基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t＝15cm 18-8-25 0.32 ㎥ 

皿形側溝据付  5.4 ｍ 

皿形側溝材料費  4.0 枚 

 

写真⑤自然石張替 

工   種 種別 数量 単位 

自然石張 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・運搬処分費  0.35 ㎥ 

自然石張 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t＝13cm 3.60 ｍ 

自然石張 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t＝10cm 18-8-25 0.27 ㎥ 

自然石張替 t＝3cm 2.70 ㎡ 



 

 

写真⑥自然石張替 

工   種 種別 数量 単位 

自然石張 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・運搬処分費  1.69 ㎥ 

自然石張 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t＝13cm 22.6 ｍ 

自然石張 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t＝10cm 18-8-25 1.30 ㎥ 

自然石張替 t＝3cm 13.0 ㎡ 

 

写真⑦自然石張替 

工   種 種別 数量 単位 

自然石張 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・運搬処分費  4.10 ㎥ 

自然石張 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t＝13cm 47.6 ｍ 

自然石張 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t＝10cm 3.2 ㎥ 

自然石張替 t＝3cm 31.5 ㎡ 

 

 写真⑧ 

工   種 種別 数量 単位 

張り石 60cm×60cm×4cm 撤去・据付  40.0 枚 

 

 写真⑨ 

工   種 種別 数量 単位 

目地補修  ２ 箇所 

 

  その他 

工   種 種別 数量 単位 

諸経費（本業務を行う上で必要となる全ての費用を含む） １ 式 

 

３ 履行期限 

  令和３年３月３１日まで 

  ※指定管理者との日程調整により作業日を決めること。 

 

４ 指定管理者 

  特定非営利活動法人和歌山ＩＴ教育機構 

  電話：0739-26-4111 ＦＡＸ：0739-26-3822 

 

５ 現場確認 

   見積に当たっては、現場確認を行い、上記業務内容を確認すること。また、現場確 

  認に当たっては、事前に情報政策課の担当者まで連絡を行うこと。 

  電話：073-441-2406 

 

６ 現場代理人及び主任技術者の設置 

   本修繕における現場代理人及び主任技術者を定め、発注者に通知すること。 

 

７ 届出手続等 

   業務上必要な届出、手続き等は速やかに行い、その費用は全て受注者の負担とする。 

 

 



 

８ 発生材の処理 

   本業務に係る廃棄物は、関係法規に照らし適法に処理すること。 

 

９ 提出書類 

 (1) 工程表 

 (2) 現場代理人及び主任技術者通知書 

 (3) 完了届（以下のア、イを添付すること） 

  ア 業務前、業務中、完了時の写真 

  イ 産業廃棄物マニフェスト票の写し（Ａ票及びＤ票もしくはＥ票）もしくは 

    電子マニフェストシステム（ＪＷＮＥＴ）受渡確認票の写し 

 

10 その他 

   本仕様書に定めのない事項、または疑義が生じた場合は、発注者と協議の上決定す

る。 


